
 

産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、奈良市（以下「発注者」という。）の管理する道の駅「針T.R.S」（以

下「針テラス」という。）から排出される産業廃棄物の収集運搬及び処分業務（以下「処

理業務」という。）委託の内容及びその他必要事項を示すとともに、業務委託にかかる

条件等について定めるものである。 

 

１業務委託 

（１） 件名  産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託 

（２）期間   令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 

２排出事業場 

 道の駅「針テラス」（奈良市針町３４５） 

 

３ 業務内容 

（１）受注者は、針テラスから発生する産業廃棄物を関係法令等遵守のうえ、適正に 

収集運搬及び処分を行う。 

（２）受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の処理業務を他人に委託してはなら

ない。ただし、履行期間中に処理業務を他人に委託する必要が生じた場合、受注者

は、書面による発注者の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、

処理業務を再委託することができる。この場合において、受注者は、発注者の要求

があったときは、この再委託を受注者の責任において解除しなければならない。 

（３）受注者は、産業廃棄物の収集・運搬の際、当該施設や敷地などの財産に損害を与

えないように留意すること。業務の実施にあたり、従事者の故意又は過失により建

物、器具、備品等を破損又は亡失したときは、受注者がその損害を賠償すること。

また、従事者の災害及び事故発生に伴う従事者の措置は、受注者が全責任を負うも

のであることとし、産業廃棄物の飛散等の防止にも努めること。 

（４）受注者は、産業廃棄物の収集運搬業務の際に「道路占用許可」「道路使用許可」

が必要な場合、受注者で申請すること。業務実施中であっても、他の車両等の通行

の妨げになるような駐車等は行わないこと。 

（５）産業廃棄物の積み込みは受注者が行い、回収するものとする。 

（６）収集運搬日には収集場所にある指定品目全量を回収し、排出事業所職員の了承な

しに積み残しはしないものとする。また、収集にあたっては分別状況を確認し、分

別できないごみを発見した場合は、集積所にて選別の上、適正に分別処分を行うこ



と。 

（７）受注者は、その他産業廃棄物の処理業務を実施するに当たり発注者側の担当職員

の指示に従い、この業務を履行しなければならない。 

 

４ 廃棄物の種類  

委託する廃棄物の種類は次に掲げる廃棄物とし、種類ごとに分けて排出する。可能

な限り再資源化を図ること。 

（１） 廃プラスチック類 （ペットボトル、発泡スチロール等） 

（２） 金属くず（アルミ・スチール缶） 

（３） ガラス・コンクリート、陶磁器くず（ビン） 

 

５ 排出予定数量及び収集回数 

（１）予定処理数量 

１３，０００ｋｇ／契約期間内（ただし、見込量であり、変動することがある。） 

（２）収集回数 

  定期回収：週１回 

  臨時回収：年１回（年末年始の繁忙期） 

   ※回収後、種類ごとに総量を計量し発注者に報告すること。 

 

６ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）  

（１）発注者及び受注者は上記４の産業廃棄物の収集運搬及び処分につき、産業廃棄 

物の種類・数量等を記載した産業廃棄物管理票（マニフェスト）による業務確認を 

行う。  

（２）マニフェストは業務委託料に含み、受注者が発注者に必要事項を記載し必要量提

供する。  

（３）本業務に関する排出事業者が電子マニフェストに未加入であるため、報告書につ

いては従来どおりとする。また、収集した廃棄物の内で処分方法が異なる場合は、

処分方法に応じた数量がわかるように報告すること。 

 

７ 責任  

（１）受注者  

受注者は、奈良市から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分

施設における荷降ろし作業が完了するまで、関係法令に基づき適正に管理する責任を

負う。この間に発生した事故は、その原因が奈良市の責に帰すべき場合を除き、受注

者が責任を負うものとする。  

 



（２）発注者 

  発注者は、委託契約する産業廃棄物の適正処理のために必要な情報として、以下の

情報を予め受注者に提供するほか、適宜または、受注者との協議により必要な情報を

受注者に提供する。 

  また、発注者は排出する産業廃棄物に関する情報に変更が生じた場合にも、受注者

に対して情報を提供する。 

項 目 内 容 

産業廃棄物の発生工程 業務 

産業廃棄物の性状及び荷姿 固形状 袋詰め  

腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 なし 

混合等により生ずる支障 なし 

日本工業規格Ｃ0950号に規定する含有マークが付さ

れた廃製品に関する事項 

なし 

石綿含有産業廃棄物の有無 なし 

その他取扱いの注意事項 なし 

 

８ 業務遂行注意事項  

作業にあたっては、服装、用具を整え、事故防止に努めるよう注意しなければなら 

ない。  

 

９ 代金の請求等  

  処理代金は、毎月の処理量に契約単価を乗じて算出し、奈良市の指定する方法により

請求すること。（１円未満の端数は切り捨て） 

 

１０ 特記事項 

（１）収集・運搬に係る費用、中間処理に係る費用、回収容器に係る費用、計量に係る費

用、契約書の作成に係る費用、産業廃棄物税等の当該業務に係る一切の諸経費は、委

託料に含めるものとする。なお、産業廃棄物税については、受注者において申告納付

するものとする。 

（２）その他、本件について疑義が生じたものについては、協議により定めることとする。 


